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第4回 資料1  

H22．3．5  

これまでの委員の主な意見  

※斜体文字は、第3回検討会における意見  

1．免許取得前に学ぶべき事項の整理と具体的な教育内容の見直し   

（学ぶべき教育内容）  

○必要な知識が膨大になる中で、知識の教授だけでなく知識を統合するような思考   

の訓練が必要である。  

○人間性のベースとなる倫理性、あるいは判断力、対人関係能力の育成につながる   

ような教育が必要である。   

○健康の保持・増進に関わる看護、保健の分野を含めた教育を基礎教育で行うべき  

ではないか。   

○療養上の世話や臨機応変に判断する力を身につけることが重要で、そのために「人   

体の構造と機能」や「疾病の成り立ちと回復の促進」といった専門基礎分野の教   

育が必要である。   

○教育内容で考えると中身が多いので、コンビテンシー、アウトカムベースで考え  

る方法もある。   

○看護師教育の中に、保健師教育と助産師教育のベースになるものが含まれると考   

えると、看護師の基礎教育で共通となる部分はどこまでかを検討することが必要  

である。   

○生と死に関してや、命を救うだけでなく「He al」の部分も教育内容に盛り込  

む必要がある。   

○ヘルスケア提供の組織や職種の種類、ヘルスケア組織との連携、ヘルスケアチー   

ムの一員としての役割、他職種協働を教えるべきである。   

○看護職として働くときに基本的に求められる力は、「技術項目と卒業時の到達度」   

になる。技術の中に、実践力、態度、行動、判断といった能力が含まれていると   

考えると、この内容が基礎教育で学ぶべき内容である。   

○コンビテンシーに見合った教育の順番がある。教育内容のどの部分を標準化し評   

価するかという議論をしないとまとまらないのではないか。   

0看藷紆のメ覇野肥や裁量唐の拡大をど今度の効きを＿見越L㌃基超教育を者jrいぐ  

必要があるのでばをいか。   

0教育のノ呼容とLrぱ、フィジカルアセスメントとコミュニケーシランと人ノ野の音  
量のβつぐらいでよい。   

Oj艶好でどめよぅ仁紗ゞ守らカ丁いるのカlをど看護好と庚彪師のオー／トーラップ  

するj部分の戯評を＃つ看護静■を嘉成Lrいきたい。それば時代の易謬であり、教  

育の内容るオー／仁一ラップLたるの仁愛元丁いぐ必要が為るのでばをいか。   

（基礎教育で修得する能力）   

○医療はチームで行うので、広く横の連携をうまく取り合うコミュニケーション能  

力が必要である。   

○在宅医療現場で、医師もケアマネージャーも多忙な中、看護職の役割は非常に大  
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きい。地域資源の活用や福祉関係者など多様な職種間でのコミュニケー ション・   

連携能力を基礎教育の中で学んでほしい。  

○最新の医療技術・手技の習得、緊急時の対処能力や高度なフィジカルアセスメン   

ト能力を基礎教育で行うのは無理がある。しかし、フィジカルアセスメントなど   

の基礎的な能力が基礎教育において必要である。  

○どのような能力が求められ、どれくらいのレベルを求めているのかが大事である。   

そのためには、医師やコメディカルの方など様々な立場の方からヒアリングして   

いけばよいのではないか。  

○地域の臨床現場では、病状がどう影響し生活が変化するかという部分を、心身両   

面アセスメントし、予測し対応していく能力が求められる。  

○社会が求める看護師への期待像に対しどれだけ満たすような能力を持たせるかが   

前提ではないか。人間を対象とした仕事のため、多面的な能力の基本は必要であ   

る。  

○人儲訝好の願力、コミュニケーション彪力腰で、看護だ／ナでをぐ舵・教■   

斉掛二兵ヱ夢である。そ．れをどのよぅ／ニ教育するノかその方：渚の勘泌要でぁる。  

越紹賢診育の男傍g虜ノ  

○臥看者胱貞J汗疹のβつの肋lら者ズ名と、基礎教育で瑠、／富木委穿と腰度ノ   

多謝勿亡教育L、きろ仁炭棚を朗る。費軌汐鰍勿謬レベルカ腸界   
雷ばをいカl。  

0コミュニケーシラン鹿カ、人に穿リノ添ラ盛努、＿壬腑仁学ぎする腰房吉着ラこと   
カミ／基本資穿と線の中身ノニをる。  

0畷槻とLて－ぱ、得た知者を身仁つげ、そメ乙委舟屏LT胱ガを′設定Lた   
磨晋7の場で行ラことで、変化に広でた対応ができるの手放かれれ  

0／詔棚面ノぱ屠場で何百る甜を亘ねカぱできるところカ切る。夏た卒炭の   

研修でできるのでばをいか。御な妥穿と鰍ノ笠大事をので基磨教育の中で   

押きjrおいたぽラがよい。√穿萄抒創面／広 一人の屠者を題Lrる安全祭夢を   

ど故郷でき名。  

0到達度につい丁ば、儲とLrわカlるノ働できるノの虜好を曹やすべきでば   

をいカl。  

0／苫」本姿穿と線にノ野LTぱ、勝夢穿とLT揮っ丁いるべき＿資質で虜〃、   
看諾にごだわ名必要ばをいのでばをいノか。  

0犀；療芽屏少者ぐ鰍、ここ4・5年でる急速に変化Lrいる。虚期∠粉に脇ゞ   

必二要「を∠勤労る磨るのでばをいノか。   

（教育の現状）  

○研究結果を臨床に活かす力、臨床現場での問題を研究的に捉え解決する力、エビ   

デンスに基づいた個別的な看護実践能力を3年間で教育するには限界がある。  

○カリキュラム改正にあたり統合する部分は必要だが、現在の基礎教育の中で応用   

力まで身につけるのは非常に難しい。  

○若い看護師には、臨機応変に対応することや自分で判断して行動することが欠け   

ている。こういった能力は経験に伴うものであり、基礎教育での臨地実習の時間   

が少なくなっていることが原因ではないか。  
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○自己表現や自己コントロールに課題があるなど、入学する時点での学生の対人関   

係能力レベルが下がっている。その点を考慮すべきである。  

○葛餅育で、雌や古書、市町村の腐磨センターの二宮監が必要とよれ丁いるが   

緻をかをカl磨／ナスカ丁るらjをい。  

（基礎教育と卒後教育との関係）  

○専門職は、10年、20年と長い期間で育つという視点で、最初のスタート時に   
どのような能力を持っているべきかという議論にしたほうがいいのではないか。  

○免許を取った人（新人看護職員）に何が必要かについては、免許取得後の教育内   

容と連動している。新人看護職員研修の内容とある程度共通像のようなイメージ   

があるとわかりやすいのではないか。  

○一般社会でも、入職後すぐに即戦力になるわけではない。看護職員だけ卒業直後   

のハードルが高い。つなぎを教育などで優しく見守る期間が必要なのではないか。  

○要請される知識を増やしたために、医療職として身に付けなければならない能力   

の教育が失われてきた。基礎教育を小さくし、必要な能力の問題を整理し、現場   

に出す前の中間につなぎの教育を考える必要がある。  

○つなぎの教育の整備を行うか、卒業時の能力を検討するのか、またどういう評価   

方法をどの時期にどの段階で入れていった卒業させられるのかということも検討   

するべきである。   

（その他）   

○臨地実習において、看護過程の展開だけでなく、現場の楽しさがわかるような体   

験ができれば、看護師として働き続けられるのではないか。  

O「技術項目と卒業時の到達度」をどう活かすかという方法を考えるだけでも教育   

効果があがるのではないか。  

2．看護師養成機関内における教育方法の開発・活用   

○知識を学び、学内演習で判断する能力を身につける。そして実習で看護のダイナ  

ミックさを体験し、また知識に戻る。この繰り返しが大事である。   

○学内演習、臨地実習などで体験を増やすこと、そこで効果的なアセスメント、技   

術、知識につなげていく教育方法の検討が必要ではないか。   

○現在どの医療職種も侵襲的行為を実習で体験するのは難しい。侵襲のない実習を   

行うか、侵襲的な技術をモデル人形等を使ってどこまで行うかである。  

⊇．効果的な臨地実習のあり方   

○実習場所との距離の都合上、講義を受けた後に実習という形の演緯的な学習方法  

にどうしてもなる。現場を経験し、そこから問題を見つけ、問題解決的な学習し   

ていく帰納的方法も、考える力がついてくるのではないか。  
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○臨地実習では倫理面など制約が多く限界があるため、より時間をかけるべきであ   

る。  

4．保健師教育、助産師教育のあり方  
（保健師教育）  

○保健師の場合は、理解・知るということにとどまらず、実践力の確保のため教育   
内容が必要である。  

○尿慮好の教育とLT、戯鯵看護穿ぎイ脚穿動物であった。－ゑ 膠の   

紛lらj姐好の鵬を躇Lこ働Lたリアる彪力仁つい丁   
の教育1呼容ばあ夏り．充穿Lrいをい。  

0尿慮師の場合ば、雌や泉野の屠jをいニーズた．対応〆る。＿屠jをいニーズを居   

いだす彪カが芽／ニつかをいとい／ナをい。  

○尿慮好の教育何容につい丁、翻弄からの鰐序焙のある舌の個人、虞廉葉   

風級雌と広オデリをるっこ現膠するといぅ看静か基■慶ノとをいるのがあ名。  

○虜合肥きれたカリ手エラムの中で身仁つき仁ぐいのば、兵／訊彪好を．対象とす石   

窟緻 繹仁彪康彦拶の予ノ玖彪宥此の必烈を携成Lたり‘諺ノ労Lたりする彪カが   
肋lら邸らかとをっ丁いる。  

○尿虜師の場合、鼎乳」姐好を．対家とLたり、年度学位で％夢を居たり、予河竹評   

ノ好といラよラをカが泌屠であり、さらに非常仁虐‘い挽カ、ガ顔審カる必要で   

ある。  

0尿超辟／ニ対するニーズが変化LTい名。臓方ソ仁介副官£わ丁いをい。   

塵塚多度克彦センターや允緻己家密会ぞる膠劇場る。  

脚を．対象仁Lた教育や行紬碁，拶看静看でば穿LいかるLカをいカミ 形の部   
分でば、看護診でる行いラるのでばをいカl。  

○炭塵厨に求めらカ丁いる専倣と丁るノ富ぐをっ丁きている。行J酔併腰掛う穿と   

んどカ喜代 十分仁三芳動ウテわカ丁いるノかどラノか居直L、′芳彦と虜賞美晋を上手   

ぐ彪み合わぎる必要二が為る。  

0尿鹿野に求めらカ丁いる。芳彦ば高度にをっ丁き丁いるカミ そカを邸基礎教育に反   
靡するカーぱj軌だと者点る。庚∠観訝る、中層のつをぎ教育か泌二要をのでばをいか。  

○尿彪師にをるため仁求めらカることが夢イ、一方学4年ン野の中仁灰夏りきらをいの   

でばをいカl。  

○虜瘡予防や慮廣虐遭といラのば庚∠宮邸の仕事だげでばをぐ、青煮節教育で嵐必要   

をことであると√轟紺青tか基本楯動の申仁書かカ丁い名。  

（助産師教育）  

○助産辟教育ばマンツーマンの牌泌要にをる。教育挿容だ／ナでをぐ、教貞と（l   

った教育者穿のことる含め丁紛Lたぽタカな－い。  

0助産辟教育ば、看穿穿とLrの基本鮎鑑カを教育Lた炭仁位置づけらカる。  

0助産廊教・百でば、厘静と／仁一トナーシップを揮って遷冴できる彪カイ脚を感■   

属官ガて届よラを教育搾容が必要である  
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H22．3．5  

「看護教育の内容と方法に関する検討会」   

保健師教育ワーキンググループ開催要綱  

1． 趣 旨   

第171国会において保健師助産師看護師法等の一部改正が行われ、保健師及  

び助産師の国家試験受験資格が6か月以上から1年以上となった。このため看  

護教育の内容と方法に関する検討会にワーキンググループを設置し、指定規則  

等における保健師の教育内容について検討を行う。  

2．  検討課題  

1）保健師の免許取得前に学ぶべき教育内容の充実の方策について検討を行う。  

2）保健師の免許取得に必要な実習内容について検討を行う。  

3．  メンバー構成  

別紙  

4． 運 営  

議事は非公開とする。   



「看護教育の内容と方法に関する検討会」   

保健師教育ワーキンググループメシバー  

麻原 きよみ  聖路加看護大学看護学部教授   

安藤 智子  銚子市地域包括支援センター主任保健師   

五十嵐 千代  富士電機リテイルシステムズ健康管理室副室長  

京都中央看護保健専門学校副校長   

全国保健師教育機関協議会副会長   

秋田県立衛生看護学院保健科教務主任   

全国保健所長会会長   

福島県立医科大学看護学部学部長   

東北大学高等教育開発推進センター教授   

自治医科大学看護学部教授  

池西 静江  

岡本 玲子  

酒井 陽子   

渋谷 いづみ  

中山 洋子  

羽田 貴史  

春山 早苗  

千葉大学看護学部教授  宮崎 美砂子  

森岡 幸子  全国保健師長会理事  
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看護教育の内容と方法に関する検討会   

助産師教育ワーキンググループ開催要綱  

1． 趣 旨   

第171国会において保健師助産師看護師法等の一部改正が行われ、保健師及  

び助産師の国家試験受験資格が6か月以上から1年以上となった。このため看  

護教育の内容と方法に関する検討会にワーキンググループを設置し、指定規則  

等における助産師の教育内容について検討を行う。  

2． 検討課題  

1） 助産師の免許取得前に学ぶべき教育内容の充実の方策について検討を行う。  

2）助産飾の免許取得に必要な実習内容について検討を行う。  

3． メンバー構成  

別紙  

4． 運 営  

議事は非公開とする。   



看護教育の内容と方法に関する検討会   

助産師教育ワーキンググループメンバー  

千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科長   

日本助産師会専務理事   

亀田医療技術専門学校副校長   

全国助産師教育協議会理事   

日本赤十字社医療センター周産母子・小児センター長   

北里大学看護学部教授   

医療法人帯経会 大草レディスクリニック師長   

聖路加看護大学看護学部学部長   

杏林大学医学部付属病院看護部長   

大阪府立母子保健総合医療センター看護師長  
▼  

広島大学医学部教授   

石井 邦子  

岡本 喜代子   

熊澤 美奈好  

島田 啓子   

杉本 充弘   

高橋 眞理   

田村 一代   

菱沼 典子  

福井 トシ子   

宮川 祐三子  

横尾 京子  
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看護教育の内容と方法に関する検討会  

看護師教育ワーキンググループ開催要綱  

1． 趣旨   

看護教育の内容と方法に関する検討会において、教育年限にとらわれない看  

護師教育について検言寸してきたところであるが、目．指すべき到達目標について  

国際的な看護教育の動向も踏まえ、能力の観点から具体的な見直しを行うとと  

もに、看護基礎教育として修得すべき教育内容について成案を得る必要がある  

ことから、ワーキンググループを設置するものである。  

2．  検討課題  

1）看護師教育の到達目標について、能力の観点から見直す。  

2）到達目標を踏まえ、免許取得前に学ぶべき教育内容について検討する。  

3．  メンバー構成  

別紙  

4． 運 営  

議事は非公開とする。   



看護教育の内容と方法に関する検討会   

看護師教育ワーキンググループメンバー  

池西 静江  京都中央看護保健専門学校副校長  

小山 眞理子  神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授  

全国社会保険協会連合会看護部看護部長  千葉 はるみ  

鶴田 恵子  日本赤十字看護大学看護学部教授  

高知女子大学看護学部学部長  野嶋 佐由美  

広島県立広島皆実高等学校教頭  藤井 悦子  

日本看護学校協議会副会長  三浦 昭子  

東京都立広尾看護専門学校校長  三妙 律子  

山内 豊明  名古屋大学医学部教授  

浅草医師会立訪問看護ステーション所長  山田 京子  

－－▲ 冠ノ   
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今日の看護師基礎教育の現状と課題  

（看護師教育ワーキンググループ作成）   

入学生／学生の状況   
カリキュラム／教育方法  

現状■課題   
改善策   

卒業時／卒業後  

①生活者としての自立度が低い  ①カリキュラム（内容）が過密   ①実習の枠の整理   ①倫理的側面の理解   

②社会人としてのマナーの不足  ②専門基礎分野の看護実践への応用に  ②教育方法の改善   （∋対象者を理解するための基礎的知   

③基礎学力の低下傾向   関する課題   ○動機づけできる機会を多く   
識の獲得   

④学習能力のばらつきがある   ④臨地実習での体験不足   ○体験学習や事例演習の充実   ③看護実践の展開  

⑤学内演習の限界   ○リフレクションの充実   ④チーム内での役割獲得  

⑦学生の課題   ③教員組織の強化   ⑤自己研錆、生涯学び続ける方法  

⑧教員数などの教育環境に関する課題  ④学内演習■シミュレーション機材の  

充実、模擬患者の導入  
⑤その他   
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看護師教育ワーキンググループの検討内容  

【看護師に求められる実践能力及び基礎教育修了時の到達目標（案）】  

（看護師教育ワーキンググループ作成：平成22年3月1日案）  

∂ 看護師の看護実践能力  b 構成要素  c 基礎教育修了時の到達目標  

l  自らの専門的な判断と行動に対する説明を行い、説明した内容について責任をもつ  
A  ケアについての説明責任            自らの役割と能力の限界につt＼て認識する  

3  自らの現在の能力を超えると判断する場合は、適切な人に助言を求める  

4  所属する組織の倫理規定、職業規定、行動規範に従って行動する  
対象者の個人情報や尊厳を守る  

倫理的な実践  
個方面集団の価値観、生活習慣、慣習、信念などを尊重する  

人権擁護者としての役割を認識する        倫理的意思決定のプロセスを理解する  
9  対象者の選択権、自己決定を尊重する  

10  対象者に関心を寄せ、寄り添う姿勢をもつ  

ヒュ′－マンケアの 基本的な能力                                                                               援助的人間関係の形成            適切なコミュニケーションと対人ス享ルの利用を通して援助的人間関係を構築し、発展させる       対象者に必要な情報を適切かつ明確な方法で提供する  
13  対象者からの質問・要請・課題に適切に対応できる  

14  医療安全の基本的な考え方について理解する  

リスク・マネジメントの展開方法について理解する  

顕在的リスクと潜在的リスクを理解する  

D  安全なケア環境の確保                            （原則に基づき）治療薬を安全に管理することの重要性を理解する       感染防止の手順を遵守する  
インシデントレポートを作成し報告することの重要性を理解する  

安全上実施してはいけないことが分かる  

インシ至辺ヒZ乏と至ントの要因・原因を分析する  

22  関係法規及び各種ガイドラインにしたがって行動する  

E  エビデンスに基づく看護  23  エビデンスに基づいた看護を実践する      24  研究成果を活用することの重要性について理解する  

看護技術   25  基本的な看護技術を実践する  
26  対象者の反応をとらえ、安全・安楽・自立を考慮して実践する  
27  健康上の患者のこ一ズを理解する  

アセスメント  
正確で意味のある客観的、主観的データを集める  

データを体系づけ、統合■分析・解釈し看護アセスメントする  
30  対象者の全体像を説明する  

根拠に基づき、看護を  31  対象者及びケアチームと協力しながら実施可能な看護計画を立案する  

計画的に実践する能力                                                                          計画  エビデンスに基づいた個別的なケアを計画する  

33  ケアの優先順位を決める  

34  対象者の反応を捉えながら実践する  

実施  
計画したケアを安全・安楽・自立を留意し実践する  
状況の変化についての対処がわかる  

37  看護介入として実施したことを記録する  

J  評価   
38  予測される結果に対して評価する  

39  評価結果に基づいて計画の修正をする  

40  健康増進や疾病予防における看護が果たす役割を理解する  

K  健康増進  健康増進と保健教育に利用可能な資源について理解する  ‾叫≠一】wm′  
42  健康段階に応じた看護の役割について理解す㌃ 

健康の保持増進、疾病  
の予防、健康の回復に  

≡   切リロについて検討中  かかわる実践能力   

⊇（ライフサ     イクル、せ鷹霹題、ヰなど）l      ‖  
‖                凹  

43  看護職としての自らの役割を理解する  

L  専門職の役割理解  同僚看護唾の役割を理解す冬一．．．．－．】 」一＿  

45  他職種の機能・役割を理解する  

看護チームにおける委任 と監督  46  法的範囲に合った活動を他者に委任する業準垂三重皇⊆塵を理解する        他者に委任したケアについて様々な側面から支援することの重要性を理解する      48  ケアを部分的に他者に委任する場合にも 

、自らの説明義務や責任を持つことを理解する  

49  保健・医療・福祉チームでの協働の必要性を理解する  

保健・医療・福祉チームメンバーの役割、知識、スキルを理解し尊重する  

ケア環境とチーム体制                                                          多職種間ヘルスケアの理                    章二趣く一間のコミュニケーションがとれる（報告・連絡・相談等）     解と協働    チームメンバーと協力関係を築く⊆とができる  

を理解し活用する能力  旦象萎j三盟主る意思決定は、チーム些生ヒ±ともにキ亘う  
54  チームのメンバーとともに、ケアを再検討し、評価する  

55  実越する場の組織の機能・役割について理解する  

堕室長重ける医療の機能・役割について理経を垂  

0  保健・医療・福祉を提供す る場の理解                    国内全般における医療の機能・役割について理解する        国際的観点から医療の機能・役割にフ吐二日竺願主を】【＿】＿        保健 

、医療、福祉システムを理解する  
保健・医療・福祉の動向と課題を理解する  

61  様々な場間の連携について理解する  

P  継続的な学習   62  看護実践における自らの課題を述べる  

実践の中で研積する   63  継続的に自分の能力の維持・向上に努める  
基本能力  Q  看護の賢の改善   64  看護の質の保証・向上について理解する   

（参考文献）  

lnternationaICouncilofNurses（20O8）．NurslngCareContinuumFrameworkandCompetencies．  
国際看護師協会（1CN）（2003）／日本看護協会（2006）．ジェネラリスト・ナースの国際能力基準フレームワーク．インタナーシンビュー29（3）．pp＿109－119．  
文部科学省（2004）．看護実践能力育成の充実に向けた大学卒業時の到達目標．看護学教育の在り方に関する検討会報告．   
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保健師教育、助産師教育ワーキンググループで  

出された臨地実習に関する現状と課題  

【保健師教育ワーキンググループ】  

○実習施設が不足しており、実習期間が短かったり、見学中心であったりす   

るため、保健師としての実践能力を身につけるのが難しくなっている。  

○保健師が分散配置されているため、実習できる場所が限られている。また   

多くの学生が実習に来るため、実習を受け入れる現場側の負担が大きい。  

【助産師教育ワーキンググループ】  

○これまで実習を行ってきた規模の大きな病院では、産科施設の集約化によ   

りハイリスクの妊産婦が増えている。そのため、正常産を10例確保する   

ための実習施設の確保が困難になってきている。  

○実習施設が分散化し、教員が直接指導することが困難になり、臨床現場の   

指導者が多く担っている。  

○助産師を希望する学生は多いが、例数や実習施設の確保、教員数等により   

養成数を増やすことは難しい。  

○妊娠期の実習を行いたいと考えても、指導できる助産師が少ない。   
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保健師教育ワーキンググループの検討内容  

（保健師教育ウーキングクループ作成）  

【保健師に求められる役割と機能】  

く Ⅱ 案 〉  く Ⅰ 案 〉  

【保健師に求められる実践能力及び基礎教育修了時の到達目f票（ラ後検討予定）】  

A．地域の人々／全体の生  
活と健康を多角的・継続的  

にアセスメントする   

1．地域の人々／全体  
のt建康課題を明ら訓こ   

B．地1或の人々／全体の顕  
在的、潜在的健康課題を見   

A．地域の人々／全体の 
康課題に対する支援を計   

2．地域の人々／全体  
と協働して、健康課題  
を解決・改善し、健康  
Ⅰ曽進能力を高める   

C．地上或の人々／全体の 
康増進能力を高めるため 

活動を展開する   



D．地域の人々／全体の健  
康課題に対する活動を評  
価・フォローアップする   

2．地域の人々／全体  
と協働して、健康課題  
を解決・改善し、健康  

ヽ仝b  

A．地域の人々／全体の 
康にかかわる事業等を立 
し、管理する（施策化）   

3．地域の人々／全体  
の健康を保障するため  
に、生活と健康に閲す  
る社会資源の公平な利  
用と分配を促進する   

B．地域の人々／全体 
活と健康に関する社会 
の開発とその質を保証 

（第1回参考資料4－1「保健師教育の技術項目と卒業時の到達度」を一部改変）  

（〕  
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助産師教育ワーキンググループの検討内容  

（財産師教育ワーキンググループ作成）  

【今後より強化されるべきとされた助産師の役割と機能】  

（む正常妊婦の健診  

②超音波装置を型）竪琴萱乙 1．妊娠期の診断とケア  …＿．．．．．．．．＿＿）…．．．【【，．【【．【．【【．．．．，＿．．【▼＿【＿【．＿．【．【【．  

④ハイリスク妊婦のケア  

⑤バースプランヘの支援   

◎医師がいない場での会陰切開・縫合  

2．分べん期の診断とケア  ⑦医師がいない揚での弛緩出血等の限定された薬剤投与  

⑧医師がいない場での新生児蘇生   

⑨1ケ月の母子の健診  
3．産じょ＜期の診断とケア  

⑯乳房ケア   

4．女性のケア  
5．出産・育児期の家族ケア  

⑪育児ノイローゼや虐待の対応  

6．地域母子保健におけるケア  
⑫STl予防の対応   

7．妊産じょ＜期における緊急時の母子への対応   

8．妊娠期力＼ら育児期まで継続したケア   

9．他職種、他施設等との連携   

【助産師に求められる実践能力及び基礎教育修了時の到達目標（検討中）】  

1．妊娠期の診断と  



3．産じょく期の診   

Ⅱ．マタニティケア   
4．出産・育児期の家族ケア  

5．地域母子保健におけるケア  

（第1回参考資料4－2「助産師の技術項目と卒業時の到達度」を一部改変）  
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